
○使用目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
（1998年）182万戸→（2018年）349万戸→（2030年見込み）470万戸

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の
有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

①空家等活用促進区域 （例）中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

②財産管理人による所有者不在の空家の処分（詳細は３．③後掲）

③支援法人制度
・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応
※事前に所有者同意

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

●空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

背景・必要性

１．活用拡大

①特定空家※化を未然に防止する管理
・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家（管理不全空家）に対し、
管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）
を解除

②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

２．管理の確保

窓が割れた
管理不全空家

【目標・効果】
①空家等活用促進区域の指定数： 施行後５年間で100区域
②空家等管理活用支援法人の指定数：施行後５年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数：施行後５年間で15万物件

①状態の把握
・ 市区町村長に報告徴収権（勧告等を円滑化）

②代執行の円滑化
・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

③財産管理人※による空家の管理・処分（管理不全空家、特定空家等）
・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 （注）民法上は利害関係人のみ請求可

３．特定空家の除却等

緊急代執行を要する
崩落しかけた屋根

＜状態＞

空家の発生

管理不全

特定空家

【良】

【悪】

活 用

除却等

悪化の
防止

※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

○所有者の責務強化
・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する努力義務

法律の概要
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背景と方向性

○ 使用目的のない空家は、この20年で約1.9倍に

増加。今後、更に増加する見込み。

○ 現行法（平成26年制定）は、緊急性に鑑みて、

周囲に著しい悪影響を及ぼす空家（特定空家）

への対応を中心に制度的措置を定めている。

背景

使用目的のない空家：人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や
建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

空家の「活用拡大」、「管理の確保」、
「特定空家の除却等」の３本柱で対応を強化

１
所有者責務の強化 （現行の「適切な管理の努力」に加え、）国・自治体の施策に協力する努力義務を追加

＜状態＞
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管理不全
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悪化の防止
（管理の確保）
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➡ 特定空家になってからの対応は限界。

方向性



１．活用拡大

○「空家等活用促進区域」を創設し、用途変更
や建替え等を促進

－中心市街地、地域再生拠点など
－市区町村が活用指針を明示
－指針に合った空家活用を市区町村から
所有者に要請

－許認可等を合理化･円滑化

接道規制の合理化（建築基準法）

・前面に接する道が幅員４ｍ未満でも、安全確保策※1

を前提に、建替え、改築等を特例認定

４
ｍ
未
満
の
道

用途規制の合理化（建築基準法）

・各用途地域で制限された用途でも、指針
に定めた用途※への変更を特例許可

※市区町村が特定行政庁の同意を得て指針に規定

コミュニティ・カフェとして活用

市街化調整区域内の空家の用途変更（都市計画法）

（１）空家活用の重点的実施

（２）所有者不在の空家の処分

○所有者に代わって処分を行う財産管理人
の選任を市区町村が裁判所に請求

（３）自治体や所有者等へのサポート体制

○空家等管理活用支援法人の創設

－ ＮＰＯ法人、社団法人等を市区町村が指定

・所有者・活用希望者への普及啓発･情報提供

・所有者に寄り添った相談対応、委託に基づく空家管理※

※市区町村が本人同意を得て法人に所有者情報を提供

・委託を受けて所有者探索

・市区町村に財産管理制度の利用を提案 等
２

※1 市区町村と特定行政庁※2が協議して指針に規定
※2 特定行政庁：人口25万人以上の市又は都道府県等

・用途変更許可の際､指針に沿った空家活用が進むよう知事が配慮



２．管理の確保

窓が割れた管理不全空家

＜管理不全空家のイメージ＞

（１）特定空家※化の未然防止 ※周囲に著しい悪影響を与える空家

○国が「空家の管理指針」を告示

（定期的な換気、通水、庭木伐採等）

○放置すれば特定空家となるおそれのある空家
（管理不全空家）に対し、市区町村が指導･勧告

○勧告された空家は住居利用が難しく、敷地に係る
固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）は解除

空家発生

そのままでは
特定空家化

周囲に悪影響

＜状態＞

良

悪

管理不全空家・・指導・勧告

特定空家・・・指導・勧告・
命令・代執行

（２）管理不全建物管理制度の活用

○所有者に代わって建物管理を行う「管理
不全建物管理人」の選任を市区町村が
裁判所に請求

（３）所有者把握の円滑化

○ 電力会社等にある所有者情報を市区町村
が提供要請

３



３．特定空家の除却等

命令等 代執行

〔緊急時には不要〕

相当の猶予

（１）代執行の円滑化

①緊急代執行制度（創設） ②代執行費用の徴収円滑化

（２）相続放棄、所有者不明･不在の空家への対応
（管理不全空家、特定空家等）

○ 市区町村が裁判所に「財産管理人」（※）の選任を請求し、

修繕や処分を実施

（３）状態の把握

○ 所有者への報告徴収権

を市区町村に付与し、
勧告･命令等を円滑化

利害関係人
選任請求

〔相続放棄・所有者不明等の空家〕

修繕・処分

代執行

市区町村

裁判所

財産管理人

命令等

（緊急代執行を要する崩落しかけた屋根→）

４※相続財産清算人、不在者財産管理人、所有者不明建物管理人、管理不全建物管理人、管理不全土地管理人

（注）民法上は、利害関係人のみ請求可

〔通常の代執行〕

〔緊急代執行〕



税制措置

住宅用地特例 200㎡以下
の部分

200㎡を超える
部分

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

主な財政、金融、税制による支援措置 【参考】

固定資産税の住宅用地特例の解除

財政・金融支援

○市区町村やNPO・民間事業者等による空き家
の活用や除却に係る取組に対して支援

空き家対策総合支援事業

＜令和５年度拡充事項＞

・市区町村が行う重点活用エリアの選定や活用方針の検討等へ
の支援上限の引上げ （補助限度額 1,074千円/ha→1,528千円/ha）

・NPO・民間事業者等が行う改修や調査検討等に国が直接支援
するモデル事業を創設 （補助率 調査検討等：定額、除却：2/5、活用1/3）

・空き家の活用・除却に向けたフィージビリティスタディへの支援
を創設 （補助率 国と市区町村合わせて2/3 等）

・市区町村が代執行（緊急代執行を含む。）等をした除却に係る
補助率の引上げ （補助率 2/5→1/2）

・市区町村が所有者不明建物管理制度等を活用する際の予納金
等の補助対象への追加 （補助率1/2）（例）地域活性化のため、空き家を観光交流施設へ改修

（例）居住環境の整備改善のため、特定空家を除却

フラット35地域連携型

・空家の取得や改修を対象とし
た住宅ローンの金利引下げ期
間の延長

現行

当初５年間
▲0.25％

拡充
（空き家対策）

当初10年間
▲0.25％

（R5当初予算：54億円）
（R5当初予算：236億円の内数）

※住宅金融支援機構と地方公共団体の
連携による融資制度

※この他、社会資本整備総合交付金等の空き家再生等推進事業により支援

※昭和56年５月31日以前に建築された家屋に限る。

※相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となる。

・相続人が、相続した空家を一定の要件を満たして譲渡した場合、譲渡所得から
3,000万円を特別控除。 【令和３年度実績：11,976件（市区町村による確認書交付件数）】

・特例の期限を令和９年末まで延長。買主が売買契約に基づき譲渡後に耐震改修又
は除却した場合も、特別控除を適用できるよう拡充。（令和５年度税制改正）

相続した空家の譲渡所得の3000万円特別控除

現行

拡充

＜特定空家に対する措置（現行）＞
市区町村長から勧告を受けた特定空家の敷地について
固定資産税の住宅用地特例を解除。

＜管理不全空家に対する措置（法改正により措置）＞
市区町村長から勧告を受けた管理不全空家の敷地につ
いても、住宅用地特例を解除。

５
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